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住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 建 設 省 令 第 二 十 号 ） 

改  正  案 現     行 

  

（ 評 価 員 の 要 件 ） 

第 十 五 条 法 第 十 二 条 第 二 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 住 宅 性 能 評 価

を 行 お う と す る 住 宅 の 種 類 及 び 規 模 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 該 当 す る 者 で あ り 、 か つ 、

国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 者 が 備 え る 評 価 員 登 録 簿 に 、 住 宅 性 能 評 価 を 行 お う と す る 住 宅 の 種

別 （ 新 築 住 宅 又 は 既 存 住 宅 の 別 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 応 じ た 登 録 を 受 け た 者 で あ

る こ と と す る 。 

一 す べ て の 住 宅 一 級 建 築 士 、 建 築 基 準 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 適 合 判 定 資 格

者 検 定 に 合 格 し た 者 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 経 験 を 有 し て い る と 国 土 交 通 大 臣 が 認

め た 者 

二 第 二 種 建 築 物 又 は 第 三 種 建 築 物 で あ る 住 宅 二 級 建 築 士 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 及 び

経 験 を 有 し て い る と 国 土 交 通 大 臣 が 認 め た 者 

三 第 三 種 建 築 物 で あ る 住 宅 木 造 建 築 士 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 経 験 を 有 し て い る

と 国 土 交 通 大 臣 が 認 め た 者 

２ 前 項 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 登 録 を 受 け よ う と す る 住 宅 の 種 別 に 応 じ 、 国 土 交 通 大

臣 が 指 定 す る 講 習 で 登 録 の 申 請 前 一 年 以 内 に 行 わ れ る も の を 受 講 し な け れ ば な ら な い 。 

 

 

 

３ 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め ら れ る 者 で な け

れ ば な ら な い 。 

一 職 員 、 登 録 の 実 施 の 方 法 そ の 他 の 事 項 に つ い て の 登 録 の 実 施 に 関 す る 計 画 が 登 録 の 適 正

か つ 確 実 な 実 施 の た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。 

二 前 号 の 登 録 の 実 施 に 関 す る 計 画 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る に 足 り る 経 理 的 基 礎 及 び 技 術

的 能 力 が あ る こ と 。 

三 登 録 以 外 の 業 務 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 そ の 業 務 を 行 う こ と に よ っ て 登 録 が 不 公 正 に な

る お そ れ が な い こ と 。 

４ 第 一 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 指 定 の 申 請 の 手 続 、 指 定 の 基 準 、 指 定 の 取 消 し そ の

他 の 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 に 関 し 必 要 な 事 項 及 び 評 価 員 登 録 簿 に 関 し 必 要 な 事 項 は

、 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 。 

５ 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 登 録 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 は 、

次 の と お り と す る 。 

（ 評 価 員 の 要 件 ） 

第 十 五 条 法 第 十 二 条 第 二 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 住 宅 性 能 評 価

を 行 お う と す る 住 宅 の 種 類 及 び 規 模 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 該 当 す る 者 で あ り 、 か つ 、

国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 者 が 備 え る 評 価 員 登 録 簿 に 、 住 宅 性 能 評 価 を 行 お う と す る 住 宅 の 種

別 （ 新 築 住 宅 又 は 既 存 住 宅 の 別 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 応 じ た 登 録 を 受 け た 者 で あ

る こ と と す る 。 

一 す べ て の 住 宅 一 級 建 築 士 、 建 築 基 準 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 適 合 判 定 資 格

者 検 定 に 合 格 し た 者 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 経 験 を 有 し て い る と 国 土 交 通 大 臣 が 認

め た 者 

二 第 二 種 建 築 物 又 は 第 三 種 建 築 物 で あ る 住 宅 二 級 建 築 士 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 及 び

経 験 を 有 し て い る と 国 土 交 通 大 臣 が 認 め た 者 

三 第 三 種 建 築 物 で あ る 住 宅 木 造 建 築 士 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 経 験 を 有 し て い る

と 国 土 交 通 大 臣 が 認 め た 者 

２ 前 項 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 登 録 を 受 け よ う と す る 住 宅 の 種 別 に 応 じ 、 国 土 交 通 大

臣 が 指 定 す る 講 習 で 登 録 の 申 請 前 一 年 以 内 に 行 わ れ る も の を 受 講 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 第 一 項 の 登 録 の 有 効 期 間 は 、 五 年 と す る 。 

４ 第 二 項 の 規 定 は 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 に つ い て 、 前 項 の 規 定 は 更 新 後 の 登 録 の 有

効 期 間 に つ い て 準 用 す る 。 

５ 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め ら れ る 者 で な け

れ ば な ら な い 。 

一 職 員 、 登 録 の 実 施 の 方 法 そ の 他 の 事 項 に つ い て の 登 録 の 実 施 に 関 す る 計 画 が 登 録 の 適 正

か つ 確 実 な 実 施 の た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。 

二 前 号 の 登 録 の 実 施 に 関 す る 計 画 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る に 足 り る 経 理 的 基 礎 及 び 技 術

的 能 力 が あ る こ と 。 
三 登 録 以 外 の 業 務 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 そ の 業 務 を 行 う こ と に よ っ て 登 録 が 不 公 正 に な

る お そ れ が な い こ と 。 

６ 第 一 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 指 定 の 申 請 の 手 続 、 指 定 の 基 準 、 指 定 の 取 消 し そ の

他 の 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 に 関 し 必 要 な 事 項 及 び 評 価 員 登 録 簿 に 関 し 必 要 な 事 項 は

、 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 。 

７ 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 登 録 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 は 、

次 の と お り と す る 。 
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名 称 住 所 登 録 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 

財 団 法 人 住 宅 リ フ ォ ー ム ・

紛 争 処 理 支 援 セ ン タ ー 

 

東 京 都 千 代 田 区 紀 尾 井 町 六

番 二 十 六 の 三  上 智 紀 尾 井

坂 ビ ル 

東 京 都 千 代 田 区 紀 尾 井 町 六

番 二 十 六 の 三  上 智 紀 尾 井

坂 ビ ル 

６ 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 講 習 は 、 次 の す べ て に 該 当 す る も の で な け れ ば な ら な い

。 

一 講 習 を 行 う の に 必 要 か つ 適 切 な 組 織 及 び 能 力 を 有 す る と 国 土 交 通 大 臣 が 認 め る 者 が 実 施

す る 講 習 で あ る こ と 。 

二 正 当 な 理 由 な く 受 講 を 制 限 す る 講 習 で な い こ と 。 

三 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 講 習 の 実 施 要 領 に 従 っ て 実 施 さ れ る 講 習 で あ る こ と 。 

７ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 二 項 の 講 習 の 指 定 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 国 土 交 通 大 臣 が 定 め

る 。 

８ 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 講 習 を 実 施 す る 者 の 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並 び

に 講 習 の 名 称 は 、 次 の と お り と す る 。 

講 習 を 実 施 す る 者 

名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

講 習 の 名 称 

財 団 法 人 ベ タ ー リ ビ ン グ 東 京 都 千 代 田 区 二 番 町 四 番

地 五 
評 価 員 講 習 会 

 

財 団 法 人 日 本 建 築 セ ン タ ー 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 三 丁 目 二

番 二 号 

評 価 員 講 習 会 

 

名 称 住 所 登 録 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 

財 団 法 人 住 宅 リ フ ォ ー ム ・

紛 争 処 理 支 援 セ ン タ ー 

 

東 京 都 千 代 田 区 紀 尾 井 町 六

番 二 十 六 の 三  上 智 紀 尾 井

坂 ビ ル 

東 京 都 千 代 田 区 紀 尾 井 町 六

番 二 十 六 の 三  上 智 紀 尾 井

坂 ビ ル 

８ 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 講 習 は 、 次 の す べ て に 該 当 す る も の で な け れ ば な ら な い

。 

一 講 習 を 行 う の に 必 要 か つ 適 切 な 組 織 及 び 能 力 を 有 す る と 国 土 交 通 大 臣 が 認 め る 者 が 実 施

す る 講 習 で あ る こ と 。 

二 正 当 な 理 由 な く 受 講 を 制 限 す る 講 習 で な い こ と 。 

三 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 講 習 の 実 施 要 領 に 従 っ て 実 施 さ れ る 講 習 で あ る こ と 。 

９ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 二 項 の 講 習 の 指 定 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 国 土 交 通 大 臣 が 定 め

る 。 

１
０  第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 講 習 を 実 施 す る 者 の 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並

び に 講 習 の 名 称 は 、 次 の と お り と す る 。 

講 習 を 実 施 す る 者 

名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

講 習 の 名 称 

財 団 法 人 ベ タ ー リ ビ ン グ 東 京 都 千 代 田 区 二 番 町 四 番

地 五 

評 価 員 講 習 会 

 

財 団 法 人 日 本 建 築 セ ン タ ー 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 三 丁 目 二

番 二 号 

評 価 員 講 習 会 
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